
 

 

 

令和７年度決算総会 

資料 



役職 氏名 役職 氏名 役職 氏名 役職 氏名

会長 坂場　健人 書記 林　美佐子 議長 前野　恭輔 会計監査 市村　千春

副会長 土下　佳奈恵 会計 中尾　史子 監事 菅野　理美 会計監査 田岡　真理子

副会長 福本　明美 議長 村田　洋平

第1回 4月11日

第2回 4月18日

第3回 6月26日

第4回 10月6日

第5回 10月27日

第6回 3月2日

4月18日 10月23日

6月21日 10月26日

６月10・11日 11月14日

10月8日 11月5日

10月15日

白糸校区PTA交流活動

令和７年度のまとめと引継ぎ

舞鶴市立白糸中学校PTA総会

〇令和7年度　決算総会の部

清掃ボランティアやあいさつ運動等について

令和８年度PTA本部役員選挙や三校合同「人権講演会」について

令和８年度PTA本部役員選挙について

令和８年３月２日（月）作成

本部役員・会計監査

本部役員会

活動方針、事業計画、総会等について

合同委員会及び企画員会準備と参加

役員会以外の活動への参加

合同委員会、企画委員会への参加および運営 三校合同人権講演会に参加

みんなでコラボin中丹（福知山市）に参加 京都府PTA研究大会に参加

赤い羽根共同募金呼びかけ（体育祭）

白糸校区一斉あいさつ運動への参加

赤い羽根共同募金呼びかけ（学校祭）

与保呂川クリーンキャンペーンに参加

家庭科浴衣の着付け教室ボランティア

・内　容

白糸校区一斉挨拶運動

家庭・地域・学校れのつながりを強め、元気で温かみのある地域へと発展していくことを目指す。

舞鶴市立新舞鶴小学校、舞鶴市立志楽小学校、舞鶴市立白糸中学校PTA

令和７年１１月１4日（金）　午前８時00分～午前８時3０分

各小中学校正門付近、白糸中学校区内各ポイント

あいさつ運動

・テーマ

・目　的

・参　加

・日　時

・場　所



令和７年度各部からの報告 令和８年３月２日（月）作成

委員長 杉本　美緒 副委員長 西川弥生子

1 4月18日

2 12月上旬

3 3月中旬

委員長 青木　賢次 副委員長 板垣　由恵

1 4月18日

2 12月上旬

3 3月中旬

委員長 塩見小百合 副委員長 公庄　哲

1 4月18日

2 １２月上旬

3 3月中旬

委員長 末吉　沙織

1 4月18日

2 7月1日

3 12月3日

4 2月

5 2月

6 3月

委員長 平田　大樹 副委員長 倉内　晶子

1 7月16日

2 11月14日

委員長 瀬野　裕美 副委員長 木村　政憲

1 10月23日

2 12月～2月

育成会講演会 育成会の活動休止および解散の決定により講演会は未開催

連合作品展 連合作品展の廃止により不参加

学年委員会 1年間のまとめ(書面にて)

1年間のまとめ（書面にて）、卒業に向けて

三者懇談会 学校・家庭での様子交流

学年委員会 1年間のまとめ（書面にて）

３年学年委員会

６組学年委員会

学年委員会

白糸中学校区実践交流会

舞鶴支援学校行事

学年委員会 正副委員長の選出、年間指導計画について

舞鶴支援学校オープンスクールに生徒・保護者が参加

１年学年委員会

三者懇談会

学年委員会

白糸校区一斉あいさつ運動

学年委員会

２年学年委員会

学年委員会

あいさつ運動

見守り委員

挨拶運動

学年委員会 正副委員長の選出、年間指導計画について

三者懇談会 学校・家庭での様子交流

小中合同レクリエーションに参観予定であったが諸事情により参観中止

年間事業計画の作成

正副委員長の選出、年間指導計画について

学校・家庭での様子交流

1年間のまとめ（書面にて）

人権啓発委員

挨拶運動

講師(後野先生)による講演会

卒業に向けた広報誌の制作・修正

人権講演会

機関紙発行



令和７年度　　　　ＰＴＡ一般会計決算報告

収入の部 （単位：円）
摘要

1,367

955,600 200円×12ヶ月×396人分+途中転入分４人

88,800 200円×12ヶ月×37人

625 利息

1,046,392

支出の部

摘要

運営費 689,331 739,422

事務費 30,000 5,154 封筒、用紙代

会議費 2,000 0

負担金 70,819 57,190 舞Ｐ・府P負担金

研修費 20,000 8,120 交通費

卒業記念費 155,000 141,960 印鑑、印鑑ケース

儀式費 50,000 75,057 入学式・卒業式花代など

慶弔費 20,000 0

安全会費 41,512 40,439 安全会費

人権啓発委員会費 220,000 95,831

白糸校区人権講演会補助金 15,000 15,000 校区人権講演会三校分担金

機関紙印刷費 70,000 71,500 機関誌製本代

学校祭補助費 135,000 9,331 生地、CPパネル代

活動費 0

見守り委員会活動費 135,000 209,739

活動費 0

体育祭補助費 135,000 209,739 体育祭補助（競技用具、画用紙、賞状用紙など）

学年費 0 0

予備費 1,036 1,400 転校生返金

1,045,367 1,046,392

残　 1,046,392 - 1,046,392 = 0
【差引残高】

差引残高 0 円　は次年度に繰り越します。

上記のとおり報告いたします。
令和8年3月9日

白糸中学校ＰＴＡ会計　　　　 中尾　史子

赤木　亜美

監査の結果、間違いのないことを認めます。
令和8年3月9日

白糸中学校ＰＴＡ会計監査　　　 市村　千春

田岡　真理子

項　　　　　目 本年度予算案 本年度決算額

前年度繰越金 1,367

会　　　　　費 955,200

411,502

教職員会計 88,800

利子・雑収入

合　　　　　計 1,045,367

　　　　　　同　　　　　　　　　　　 　　

項　　　　　　　　　　目 本年度予算案 本年度決算額

環境整備費 300,000
掃除・施設整備用品、備品・用具修理代、マット、スリッパな
ど（内４００００円をカーテンクリーニング代として特別会計
へ積み立て）

合　　　　　　　　計

同

原本については学校で保管



令和７年度　　　　ＰＴＡ特別会計決算報告

収入の部 （単位：円）
項目 本年度予算額 本年度決算額 摘要
前年度繰越金 447,099 447,099
本年度報奨金 12,000 28,500 舞鶴市より資源回収報奨金
事業収益金 80,000 182,770 資源回収(アルミ缶等)
カーテンクリーニング積立 40,000 40,000 一般会計より積み立て
自転車通学者ステッカー 10,000 12,000 令和６・７年度分
雑収入 0 565 利息
合計 589,099 710,934

支出の部
項目 本年度予算額 本年度決算額 摘要

環境整備費 0 0
自転車通学者ステッカー 10,000 10,000
予備費 10,000 0
合計 120,000 10,000

残　　 710934　　-　　10000 = 700,934

【差引残高】
差引残高　 700,934円　は次年度に繰り越します。

上記のとおり報告いたします。

令和８年３月９日

白糸中学校ＰＴＡ会計 　　　　   　 中尾　史子

　　　　　　同　　　　 赤木　亜美

監査の結果、間違いのないことを認めます。
令和８年３月９日
白糸中学校ＰＴＡ会計監査　   　　　　 市村　千春

　　　　　　同　　　　　　　　　 田岡　真理子

教育施設充当費 100,000 0

原本は学校保管



令和7年度 クラブ後援会費会計 決算報告書

収入の部 （単位：円）

項　　　　目

前 年 度 繰 越 金 2,498 16,373

会 費 400,000 436,500

生 徒 会 費 よ り 87,000 93,800 　200円×469人

利子 ・ 雑 収入 0 73

合　　　計 489,498 546,746

支出の部 （単位：円）

項　　　　目

共通費 0 0

外部施設使用料 0 0

クラブ活動費 488,000 544,248

野　球 27,000 32,910

ソフトテニス 60,000 66,000

バスケットボール 60,000 66,000

陸上競技 40,000 45,800

柔　道 27,000 32,000

剣　道 30,000 33,000

バレーボール 60,000 66,000

ソフトボール 27,000 32,748

卓　球 50,000 55,000

オリオン 80,000 85,000

アカンザス 9,000 10,000

家庭科 9,000 9,790

科　学 9,000 10,000

予備費 1,498 0

合　　　計 489,498 544,248

残 546,746 - 544,248 ＝

差引残高 2,498円 は次年度に繰り越します。

　上記のとおり報告いたします。

令和8年3月9日
　　白糸中学校クラブ活動後援会　会計 中尾　史子

同 田原　若菜

　上記監査の結果、間違いのないことを認めます。

令和8年3月9日
　　　　　　　　　白糸中学校クラブ活動後援会　会計監査　　 市村　千春

同 田岡　真理子

2,498

アクリルガッシュ他

カラーひも、キーホルダーパーツ他

強力接着剤、マグネット他

楽譜、施設利用料

大会参加交通費他

ボール他

試合用剣道衣他

ブルーシート、大会参加交通費

ルールブック、大会参加費他

ボール、ボールかご他

大会参加費

ボール、応援メガホン他

ボール

摘　　　　要

本年度予算額 本年度決算額 摘　　　　要

本年度予算額 本年度決算額

　利息

原本については学校で保管



令和7年度 クラブ後援会賛助会費会計 決算報告書　　　

収入の部 （単位：円）

項　　　　目

前年度繰越金 473,579 473,579

賛　助　会　費 0 0

利子 ・ 雑収入 0 165

合　　　計 473,579 473,744

支出の部 （単位：円）

項　　　　目

旅　　　費 0 178,822 近畿総体（卓球、駅伝）

大会参加費 49,000 49,000 大会参加費、登録料

合　　　計 49,000 227,822

残 473,744 - 227,822 ＝

差引残高 245,922円 は次年度に繰り越します。

　上記のとおり報告いたします。

令和8年3月9日

　　白糸中学校クラブ活動後援会　会計 中尾　史子

同 田原　若菜

　上記監査の結果、間違いのないことを認めます。

令和8年3月9日

市村　千春

同 田岡　真理子

本年度予算額 本年度決算額 摘　　　  要

　　白糸中学校クラブ活動後援会　会計監査

245,922

本年度予算額 本年度決算額 摘　　　　要

貯金利息

原本については学校で保管



 

 

 

令和８年度予算総会 

資料 



【具体方針】

①会員の誰もが参加しやすいPTA活動を行い、会員相互の親睦を図りましょう。

②社会の変化や子どもたちの状況、そして学校教育を正しく理解するために、研修に励みましょう。

③家庭、学校や地域諸団体との連携・交流を深め、子どもたちの「生きる力」の育成に努めましょう。

④家庭では、子どもの学習や人間育成等に係る家庭の教育力を一層発揮しましょう。

⑤子どもの安全や健康を守る取組を推進しましょう。

本部・学年・各委員会の年間活動計画（案）
【重点課題】

①人権に関わる諸問題の意識啓発に努め、青少年健全育成の活動を推進する。

②学校・委員会と協力して、「学習意欲を高めるための良い環境づくり」に努める。

令和9年度PTA本部役員選挙や三校合同「人権講演会」について

令和9年度PTA本部役員選挙について

令和8年度のまとめと引継ぎ

PTA加入について・PTA学級委員について臨時

第4回 10月上旬

第5回 10月下旬

第6回 3月上旬

第3回 6月下旬

その他 6月中旬 みんなでコラボin中丹

清掃ボランティア、挨拶運動について

第1回 4月10日

第2回 4月17日

R8のPTA活動について、スローガン

合同委員会及び企画委員会準備と参加

〇令和８年度　予算総会の部

PTA活動スローガン（案）

ひとり１人輝く未来 ～ 背中を押すサポーター ～

活動計画

項目 時期 内容



１年学年委員会活動計画表 

白糸中学校ＰＴＡ 

 

１ 正副委員長の決定 

 

委 員 長  川渕  江美               （１年５組） 

 

副委員長  今井 裕子                （１年２組） 

 

２ 事業計画の作成 

令和 8年度 

4月 17日(金) 第 1回学年委員会 

2学期(10月中旬～11月)進路に関する説明会（２年生と合同で） 

12月 三者懇談 

2月下旬 学年委員会（年間の総括） 

3月 会計監査 

 

 

 



２年学年委員会活動計画表 

白糸中学校ＰＴＡ 

 

１ 正副委員長の決定 

 

委 員 長  濵野 信弥              （  ２年 ４組） 

 

副委員長  川田 裕子               （  ２年 １組） 

 

２ 事業計画の作成 

令和 8年度 

 

4月 17日(金) 第 1回学年委員会 

2学期(10月中旬～11月)進路に関する説明会 

12月 三者懇談 

2月下旬 学年委員会（年間の総括） 

3月 会計監査 

 

 

 

 



３年学年委員会活動計画表 

白糸中学校ＰＴＡ 

 

１ 正副委員長の決定 

 

委 員 長   山 和美          （ ３年 ２組） 

 

副委員長  田中 由佳          （ ３年 ３組） 

 

２ 事業計画の作成 

令和 8年度  

４月１７日（金） 第１回学年委員会  

５月８日（金） 進路説明会及び修学旅行説明会  

７月末～    三者懇談会  

１０月初旬   進路説明会  

１２月上旬   三者懇談会（進路希望決定）  

※必要に応じて学年委員会懇談会を開くこともある 

 

 

 

 

 



６組学年委員会活動計画表 

白糸中学校ＰＴＡ 

 

１ 委員長の決定 

 

委員長 田中 史子 （１年６組） 

 

２ 事業計画の作成 

令和 8年度 

・4月 17日(金) 第 1回学年委員会(年間事業計画の作成) 

・6月  9日(火) 舞鶴支援学校説明会(保護者参加) 

・7月  7日(火) 舞鶴支援学校オープンスクール(保護者参観) 

・10月     舞鶴支援学校体験学習 保護者参観 

・11月     白糸中学校区小中合同レクリエーション 保護者参観 

・2月下旬    第 2回学年委員会(年間総括) 

・3月          会計監査 

 



見守り委員会活動計画表 

白糸中学校ＰＴＡ 

 

１ 正副委員長の決定 

 

委 員 長  小池 純代             （ ２年 ２組） 

 

副委員長  新田 善一            （ １年 ３組） 

 

２ 事業計画の作成 

令和 8年度 

・４月 1７日（金）   第１回見守り委員会 

            （年間事業計画の作成、委員長・副委員長の選出） 

・6月中旬（予定）    朝の交通安全指導 

・10月（予定）     白糸中学校区あいさつ運動 

・１月下旬（予定）   朝の交通安全指導 

 

 

 

 



人権啓発委員会活動計画表 

白糸中学校ＰＴＡ 

 

１ 正副委員長の決定 

 

委 員 長     浅野 雅美     （  ３年 ４組） 

 

副委員長      中瀨 幸典       （  １年 １組） 

 

２ 事業計画の作成 

令和 8年度 

4月 17日（金）  第 1回人権啓発委員会 

（年間事業計画の作成、委員長・副委員長の選出） 

1０月        ：第２回人権啓発委員会 （人権講演会開催に向けて）  

             ※書面でお知らせになる可能性あり  

     人権講演会実施予定 

2月（予定）    機関紙原稿記入・発刊準備（データ入力） 

          年間の総括   

3月        機関紙発刊 

 

 

 



令和８年度 PTA一般会計予算（案）

収入の部 （単位：円）

摘　　　　　　　要

955,600 200円×12ヶ月×395人

88,800 200円×12ヶ月×40人

625

支出の部

摘　　　　　　　要

運営費 738,422 712,685

事務費 5,154 30,000 封筒、コピー用紙、印刷代など

会議費 0 2,000 茶葉代など

負担金 57,190 65,685 舞P負担金（生徒数×151円）

研修費 8,120 20,000 研修費（市内、府Pなど）

卒業記念品費 141,960 155,000 卒業記念品

儀式費 75,057 80,000 入学式・卒業式花代、来賓お茶代など

慶弔費 0 20,000 香資、花輪

安全会費 40,439 40,000 府P安全会費

環境整備費 410,502 300,000 掃除用品など

人権啓発委員会費 95,831 135,000

校区人権講演会補助 15,000 15,000 白糸中校区人権講演会分担金（３校で分担）など 　 

機関紙印刷費 71,500 70,000 機関紙製本代

学校祭補助費 9,331 50,000 学校祭補助

活動費 0

見守り委員会活動費 209,739 150,000

活動費 0

体育祭補助費 209,739 150,000 体育祭補助

学年費 0 0

予備費 1,400 47,315

1,045,392 1,045,000合　　　　　　　　計

利子・雑収入 0

合　　　　　計 1,046,392 1,045,000

項　　　　　　　　　　目 昨年度決算額 本年度予算案

項　　　　　目 昨年度決算額 本年度予算案

前年度繰越金 1,367 1,000

会　　　　　費 948,000

教職員会計 96,000



令和８年度 PTA特別会計予算（案）

収入の部 （単位：円）
項　　　目 昨年度決算額 本年度予算額 摘　　　　　要

前年度繰越金 447,099 700,934
本年度報奨金 28,500 12,000 市資源回収活動報奨金
事業収益金 182,770 100,000 資源回収
自転車通学者ステッカー 12,000 12,000 令和８年度分
カーテンクリーニング積立 40,000 0 一般会計より積み立て ※令和７年度で積み立てを終了する。

雑収入 565 0 利息
合計 710,934 824,934

支出の部

項　　　目 昨年度決算額 本年度予算額 摘　　　　　要

教育設備充当費 0 100,000 教育設備費

環境整備費 0 0

自転車通学者ステッカー 10,000 10,000
予備費 724,934
合計 10,000 824,934

次年度繰越金 700,934



舞鶴市立白糸中学校ＰＴＡ規約 

 

第 １ 条 本会は舞鶴市立白糸中学校ＰＴＡという。 

第 ２ 条 本会は、生徒の保護者と教職員とで組織する。 

第 ３ 条 本会の事務局は、白糸中学校に置く。 

第  ４ 条 本会は、会員一体となって、生徒の福祉を増進し学校教育の伸展と会員相互の親善をはかる

ことを目的とする。 

第 ５ 条 本会は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。 

１.学校教育の振興に関すること。 

２.家庭と社会に対する教育の改善向上に関すること。 

３.会員相互の親善並びに教養に関すること。 

４.クラブ後援会に関すること。 

５.その他、本会の目的達成に必要なこと。 

第 ６ 条 本会に次の役員を置く。本会の役員は、クラブ後援会の役員を兼ねる。 

１.会 長 １名 

２.副会長 ２名 

３.書 記 １名 

４.会 計 １名 

５.議 長  2 名 

６.監 事  1 名 

但し、教職員の書記・会計は別に定める。 

第 ７ 条 役員の任務は、次の通りとする。 

１.会長は会務を総理し、本会を代表する。 

２.副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時は代理する。 

３.書記は会長の命を受けて会務を処理する。 

４.会計（監事）は本会の会計を掌理する。 

５.議長は総会及び企画委員会の議長をつとめる。 

第 ８ 条 本会の役員は３月１５日までに役員選挙規定にもとづき会員の通信投票により選出する。 

第 ９ 条 役員は４月に就任し、任期は１ヶ年とする。但し、再任を妨げない。 

第 １０ 条 学校長・教頭は本会の顧問となり、役員並びに委員の相談に応じ意見を述べる。 

第 １１ 条 本会に会計監査２名を置く。会計監査は、会長が委嘱する。 

本部の役員を兼ねることはできない。 

第 １２ 条 本会に次の委員会を設ける。 

１.企画委員会 

事業の企画並びに運営にあたる。  

委員は本部役員,委員長・副委員長及び委員会担当の教職員があたる。 

２.その他必要に応じて特別委員会を設けることができる。 

会長が提案し、企画委員会で承認を得る。 

第 １３ 条 本会に次の委員を設ける。 

１.学年委員 

学級・学年に関する問題を処理する。 

委員は各学級から互選によって２名を選出する。 

生徒の在籍３年間で一度でも本部役員・学年委員を経験した家庭は免除される。また、

本部役員を経験した家庭はいずれの子の在籍時も免除される。ただし本人が承諾すれば再

任を妨げない。 

学年委員は、２（人権啓発委員）または３（見守り委員）のどちらかの委員を兼ね、そ

の人数はそれぞれ半数程度とする。 

２.人権啓発委員 

  人権啓発に係る活動や機関誌「しらいと」の作成作業を行う。 

３.見守り委員 

あいさつ運動や SNS 問題をはじめ生徒を取り巻く身近な問題や危 



 

険に関する啓発活動を行う。 

委員長・副委員長は各委員の互選による。また、教職員の委員は、教職員の中から会

長が委嘱する。 

第 １４ 条 本会の議会は原則として、年１回として、全員の５分の１以上の出席がなければ決議する

ことができない。必要あるときは臨時総会を開くことができる。 

第 １５ 条 総会は次のことを決める。 

①規約の改正 ②事業の決定 ③会計の承認 ④その他重要事項 

第 １６ 条 本会の経費は会費並びに事業収益金・寄付金をもってあてる。 

会費は月額２００円とする。 

第 １７ 条 本会の会計年度は毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

附  則 

      本規約は昭和３３年４月２７日から実施する。 

昭和３９年６月３０日 体育後援会に関する部分を挿入する。 

昭和４２年４月２９日  一部改正 

昭和５０年４月２９日 一部改正 

昭和５１年４月２９日 一部改正 

昭和５５年４月２９日 一部改正（会費） 

昭和５８年４月２９日 一部改正（会費） 

昭和５９年４月２９日 一部改正（選挙規定） 

昭和６０年３月 ９日  一部改正（後援会） 

昭和６１年４月２９日 一部改正（選挙規定） 

昭和６３年４月２９日 一部改正（会費） 

平成 ４年２月２２日 一部改正（選挙規定） 

平成 ６年２月２６日 一部改正（委員会、事業部、選挙規定） 

平成 ８年３月 ２日 一部改正（会費） 

平成１１年２月２０日 一部改正（委員会、事業部） 

平成１２年４月３０日  一部改正（後援会） 

平成１６年４月２５日  一部改正（委員会） 

平成２６年４月２７日 一部改正 

平成２７年４月２６日一部改正（役員数、学年委員の役割、文言「教職員」） 

平成２９年４月２３日一部改正（学年委員の選出） 

令和３年３月２４日一部改正（人権啓発委員・見守り委員の創設。会費の変更） 

令和３年１２月２３日一部改正（地域委員廃止、地域委員廃止に伴う項の繰り上げ） 

令和６年５月７日一部改正 

令和７年５月１日一部改正 

  



 

白糸中学校ＰＴＡ役員選挙規定 

 

第 １ 条 ＰＴＡの会長・副会長・書記・会計・議長及び監事の選出は、次の方法によって行う。 

第 ２ 条 役員の選挙執行のため、選挙管理委員会を設置する。 

委員は、本部役員から１名、１年及び２年の各学年の保護者から各１名と教職員から２名選出

し、５名で構成する。委員長は、委員の互選とする。 

第 ３ 条 選挙管理委員会は、役員選挙の告示を行い、立候補を受け付ける。 

 

第 ４ 条 立候補の受付は、告示の日から５日間とし、最終日正午をもって締め切る。 

但し、当日が休日の場合は翌日とする。 

第 ５ 条 役員の立候補は選挙告示時点でＰＴＡ会員であるものとする。（但し、３年生のＰＴＡ会員を

除く、第６条・第９条及び第１０条も同様） 

また、新１年生については、校下小学校６年生の保護者とする。（以下ＰＴＡ会員に含む） 

第 ６ 条 選挙管理委員会は、立候補があった場合、氏名等を記入した投票用紙をＰＴＡ会員に配布し、

通信投票を行う。 

第 ７ 条 選挙は最高得票者を当選とし、同数の場合は決選投票を行う。 

第 ８ 条 立候補のない場合またはそれに満たない場合は選考委員会を設置する。 

選考委員会は 

①本部役員１名、３年を除く学年委員により構成する。また、新１年生については校下小学

校６年生の学級より各組１名ずつ男女構成を考慮して選出する。 

②教職員から２名選出する。 

③選考委員長は、委員の互選とする。 

第 ９ 条 選考委員会は、ＰＴＡ会員の中から役員候補者を選考し、選挙管理委員会へ報告する。 

第１０条 選挙管理委員会は選考委員会の報告に基づき、氏名等を記入した投票用紙をＰＴＡ会員に配

布し、通信投票を行う。選挙は最高得票者を当選とする。 

第１１条 選挙監理委員及び選考委員が候補者となった場合、その職がとかれる。この場合各委員の欠

員は補充しないものとする。 

第１２条 選挙管理委員長は選挙結果を会員に報告するものとする。 

 

                     附 則 

昭和４４年４月２９日 一部改正 

昭和５９年４月２９日 一部改正 

昭和６１年４月２９日 一部改正 

平成 ２年２月２５日 一部改正 

平成 ４年２月２２日 一部改正 

平成１１年２月２０日 一部改正 

平成２７年４月２６日 一部改正（文言「教職員」） 

       令和３年３月２４日 一部改正(第２条選挙管理委員数の削減) 

令和６年５月７日一部改正 

令和７年５月１日一部改正 

 

  



 

選挙規定細則 

 

１. 立候補届の記載事項は、次の通りとする。 

① 氏名及び生徒の学年と組 

② 役職 

③ 立候補の抱負 

 

２. 選挙監理委員は、告示の日より１か月以内に選挙を行う。 

 

３. 投票期間は３日間とし、休日はこの日数に含めないものとする。 

 

４. 選考委員会で選考された候補者に対する投票についても、第１・２項を運用する。 

 

５. 信任投票は、信任は○印、不信任は×印とし、白紙は無効とする。 

 

６. 信任投票は無記名投票とする。 

 

７. 選挙管理委員会は、選考委員会による役員候補の投票を含め、３月１５日までに選挙を行うものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和８年度 

クラブ後援会総会 
 

 

 

クラブ後援会規約 

 

第 １ 条   本会は白糸中学校クラブ後援会といい、事務所を白糸中学校内に置く。 

第 ２ 条   本会は白糸中学校のクラブ活動の健全な発達を図り、これを後援することを目的とす

る。 

第 ３ 条   本会は白糸中ＰＴＡ会員（普通会員という）と本会の趣旨に賛同する人（賛助会員とい

う）で組織する。 

第 ４ 条   本会は、目的を達するため、適時な事業を行う。 

第 ５ 条   本会の役員はＰＴＡの役員（但し、教職員の書記・会計を除く）がそれぞれ兼務する。

教職員の書記・会計は、会長が教師の中から委嘱する。 

第 ６ 条   本会の総会は年１回開き、必要に応じて臨時総会を開く。 

第 ７ 条   総会は本会の経費に関する事項・行事などの重要事項を決議する。 

第 ８ 条   役員会は総会の決議に従って、会務を執行する。 

第 ９ 条   本会の経費は会費・寄付金及びその他の収益金をもって充てる。 

第１０条  会費は普通会員が１口２５００円、賛助会員が１口５００円とし口数は制限しない。 

第１１条   本会の会計年度は４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって終わる。 

第１２条   本細則の変更は総会の決議によらなければならない。 

 

附 則 

本規約は平成１２年４月３０日から実施する。 

平成２７年４月２６日 一部改訂 

令和７年５月１日  一部改訂 

 

 



令和８年度 クラブ後援会費会計予算（案）　　　　　　　　

収入の部 （単位：円）

項　　　　目 摘　　　　要

前 年 度 繰 越 金 16,373 2,498

会 費 436,500 400,000 2500円×160人

利 子 ・ 雑 収 入 73

合　　　計 452,946 402,498

支出の部 （単位：円）

項　　　　目 摘　　　　要

共通費 0 0

外部施設使用料 0 0

クラブ活動費 544,248 401,000

野　球 32,910 20,000

ソフトテニス 66,000 42,000 　男女２１,000円ずつ

バスケットボール 66,000 42,000 　男女２１,000円ずつ

陸上競技 45,800 40,000

柔　道 32,000 24,000

剣　道 33,000 24,000

バレーボール 66,000 42,000 　男女２１,000円ずつ

ソフトボール 32,748 24,000

卓　球 55,000 42,000

オリオン 85,000 77,000

アカンザス 10,000 8,000

家庭科 9,790 8,000

科　学 10,000 8,000

予備費 0 1,498

合　　　計 544,248 402,498

前年度決算額 本年度予算額

前年度決算額 本年度予算額



令和８年度 クラブ後援会賛助会費会計予算（案）　　　　　

収入の部 （単位：円）

項　　　　目 摘　　　  要

前年度繰越金 473,579 473,744

賛助会費 0 0

利子 ・ 雑収入 165 0 利子他

合　　　計 473,744 473,744

支出の部 （単位：円）

項　　　　目 摘　　　　要

旅　　　費 178,822 0

大会参加費 49,000 80,000 5,000円×16クラブ

予備費 393,579

合　　　計 227,822 473,579

前年度決算額 本年度予算額

前年度決算額 本年度予算額


